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航空局任期付職員〔弁護士〕の募集  

                                                        

令和６年９月２日 

  

１．配 属 先 国土交通省航空局（東京都千代田区霞ヶ関２－１－３）  

  

２．役 職 名 航空局 安全部 無人航空機安全課 専門官  

  

３．応募資格 以下のすべてを満たすこと。  

       ①日本国籍を有すること  

②弁護士資格を有し、資格取得後３年程度以上の実務経験を有すること。  

          

４．担当業務  航空局では、無人航空機のレベル４飛行（有人地帯上空での補助者なし目

視外飛行）実現のため航空法を改正し、令和４年１２月から機体の認証制度

やライセンス制度、運航ルール等の新制度が始まりました。法施行後におい

ても、制度の運用状況に応じて、法務面での対応が必要となることから、法

務に関する専門的な知識を必要としており、主な担当業務としては、以下の

業務を想定しています。  

   

・無人航空機の飛行許可・承認、無人航空機講習を行う登録講習機関（自動 

車運転免許でいうところの指定自動車教習所）の登録・運用を含むライセン 

ス制度、無人航空機の飛行における保険制度の検討等に関する法務面での各 

種調整 

  

５．応募に必要な書類  

①履歴書及び職務経歴書（様式は自由）  

②資格を証明する書類の写し  

※応募書類は合否の結果によらずお返しできません。  

  

６．応募方法  応募書類提出先にご連絡の上、応募に必要な書類を担当あて郵送してく

ださい。  

  

７．選考方法  

一次選考：書類選考 

  応募書類受領後、２週間以内に書類選考を実施します。 

二次選考：面接試験  

  書類選考の結果、二次選考を行う方のみ面接試験の日時・場所等をご連絡いた

します。 

  

８．採用予定日及び採用予定人数         

 採用予定日 ・・・応相談 
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 採用予定人数・・・１名  

  

９．勤務形態  原則として０９：３０～１８：１５ 

（休憩時間は１２：００～１３：００） 

 休 日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始  

 

１０．採用形態  一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（平成１２   

年法律第１２５号）に基づき、常勤の国家公務員として採用。                 

国家公務員法に基づく守秘義務や兼職制限等が適用されます。  

  

１１．給 与 等  一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に基づき         

支給。※出張する際には出張旅費が支給されます。  

  

１２．任用予定期間  採用日から２年間  

  

１３．書類提出先及び連絡先 

航空局 安全部 無人航空機安全課  

 勝間・内田  ０３－５２５３－８６１５（直通）  

            〒100-8918  東京都千代田区霞ヶ関２－１－３  


